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九
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交
通
死
亡
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
九
年
十
月
九
日
午
前
七
時
五
分
こ
ろ
、
東
京
都
台
東
区
雷
門
二
丁
目
三
番
で
発
生
し
た
交
通
事
故
に
よ
り
宇
田
川
浩
史

君
、
当
時
十
七
歳
が
死
亡
し
た
。
こ
の
交
通
死
亡
事
故
に
お
け
る
加
害
者
の
責
任
及
び
我
が
国
に
お
け
る
交
通
死
亡
事
故
の
不

起
訴
の
実
態
に
関
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

こ
の
交
通
事
故
は
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
十
七
歳
の
未
来
あ
る
少
年
が
、
衝
突
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
痛
ま

し
い
交
通
事
故
で
あ
る
。
人
ひ
と
り
の
生
命
が
失
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
害
者
に
関
し
て
は
不
起
訴
処
分
と
な
っ
て

い
る
。
年
間
一
万
人
近
い
生
命
が
交
通
事
故
に
よ
り
失
わ
れ
て
い
る
が
、
事
故
が
な
か
な
か
減
少
し
な
い
理
由
の
ひ
と
つ

に
、
加
害
者
に
対
す
る
責
任
の
追
及
が
正
当
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
交
通
事
故
は
、
加
害
者
の
制
限
速
度
超
過
、
安
全
確
認
義
務
違
反
、
前
方
不
注
意
、
信
号
無
視
等
に
よ
り
発
生
し
た

交
通
事
故
と
考
え
ら
れ
、
加
害
者
が
交
通
規
則
を
遵
守
し
て
安
全
運
転
を
し
て
い
れ
ば
起
こ
ら
な
か
っ
た
事
故
と
思
わ
れ

る
。

�

加
害
者
車
両
は
、
制
限
速
度
超
過
を
し
て
い
た
の
か
。
事
故
当
時
の
加
害
車
両
の
ス
ピ
ー
ド
は
時
速
何
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

と
認
識
し
て
い
る
の
か
。

一



�

加
害
者
は
、
安
全
確
認
義
務
を
怠
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

�

加
害
者
は
、
前
方
不
注
意
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

�

加
害
者
は
、
対
面
赤
信
号
無
視
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

二

こ
の
交
通
事
故
に
お
い
て
、
不
起
訴
処
分
と
決
定
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

交
通
死
亡
事
故
に
関
し
て
は
、
本
来
、
事
故
の
原
因
を
徹
底
的
に
究
明
し
て
、
加
害
者
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ

り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
意
識
・
モ
ラ
ル
を
向
上
さ
せ
、
重
大
な
事
故
の
起
こ
ら
な
い
社
会
を
建
設
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
、
多
く
の
交
通
事
故
の
遺
族
の
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
害
者
が
起
訴
猶
予
に
な
る
例
が
多

く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
緩
刑
化
は
、
交
通
警
察
・
検
察
の
士
気
を
低
下
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
モ
ラ

ル
を
低
下
さ
せ
、
結
果
的
に
交
通
事
故
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

�

現
在
、
交
通
死
亡
事
故
で
起
訴
猶
予
に
な
る
率
は
い
く
ら
か
。

�

業
務
上
過
失
致
死
罪
の
起
訴
猶
予
率
に
関
し
て
、
平
成
四
年
以
降
の
数
字
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

四

現
在
の
交
通
死
亡
事
故
に
お
け
る
起
訴
猶
予
の
実
態
に
関
し
て
、
国
民
の
生
命
を
守
る
観
点
か
ら
、
政
府
は
ど
の
様
に
考

え
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


